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相続。遺宮 無料相談会
日時 :令和 7年 2月 1日 (土)年 後 1時～ 4時

(受付時間 :年後 1時～年後 3時 30分 )

場所 :長浜市役所本庁舎 1階多目的ルーム

(長浜市八幡東町 632番 地 )

予約 :不要 (先着順に対応します。相談までにお待ちいただく場合があります。)

たとえばこんなことが気になつている方は、ぜひこの機会をご利用ください !

【よくあるご質問】

Q。 相続登記が義務化された

つてほんと?しないとどうな

る?

Q。 相続登記は、いつまで

にしないといけないのです

か?

Q.土地がまだひいおじいさ

ん名義のままなのですが、間

題はありませんか?

Q。 相続関係が複雑です。

相続が発生したときに誰の

印鑑が跡要か知つておきた

しヽri

Q.不動産の名義を変更する

と、相続税など税金がかかる

と間いたのですが…

Q。 私たち夫婦には子どもが

いないのですが、遺言が懲要

ですか?

Q.自筆の遺言とノム`正証書

で作つた遺言とでは、どん

な違いがありますか?

Q.故人の借金が多いので、

相続放棄をしたいのですが・

Q.遺言でもめないようにす

るには、どんなことに気をつ

けたらいいですか?

★成年後見・権利擁護センター職員による成年後見に関する相談

会も同時開催します。
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主 催 :滋賀県司法書士会 長浜支部
i

其 催 :滋賀県司法書士会・ 社会福祉法人長浜市社会福祉協議会  i
お間含せ先 :社会福祉法人長浜市社会福祉協議会  TEL,0749-62-1804


